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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 令 和 6 年 1 1 月 2 7 日 ( 2 0 2 4 . 1 1 . 2 7 )
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
外 レ ー ル と 内 レ ー ル と の 間 の 領 域 で あ っ て 、 発 射 さ れ た 遊 技 球 を 遊 技 領 域 に 案 内 す る 案 内  
領 域 と 、
遊 技 球 が 前 記 遊 技 領 域 か ら 前 記 案 内 領 域 に 戻 る こ と を 防 止 す る 球 戻 り 防 止 機 構 と 、 を 備 え  
、
前 記 球 戻 り 防 止 機 構 は 、 第 １ 状 態 と 、 第 ２ 状 態 と 、 に 変 位 可 能 な 変 位 部 材 と 、 前 記 変 位 部  
材 を 保 持 可 能 な 保 持 部 材 と 、 所 定 の 固 定 部 と 、 を 有 し 、
前 記 変 位 部 材 は 、 前 記 遊 技 領 域 と 対 向 す る 側 面 部 と 、 前 記 側 面 部 の 先 端 側 の 先 端 部 と 、 を  
有 し 、
前 記 先 端 部 か ら 前 記 外 レ ー ル ま で の 距 離 を 特 定 距 離 と す る と 、
前 記 第 １ 状 態 は 、 前 記 特 定 距 離 が 前 記 第 ２ 状 態 よ り も 短 い 状 態 で あ り 、
前 記 第 ２ 状 態 は 、 前 記 特 定 距 離 が 前 記 第 １ 状 態 よ り も 長 い 状 態 で あ り 、
前 記 保 持 部 材 は 、 前 記 第 ２ 状 態 に お い て 前 記 側 面 部 と 接 す る 接 部 を 有 し 、
遊 技 球 は 、 前 記 第 １ 状 態 に お い て 前 記 接 部 と 前 記 側 面 部 に 接 す る 場 合 が あ り 、
前 記 第 １ 状 態 に お い て 、 遊 技 球 と 前 記 接 部 の 接 点 か ら 遊 技 球 と 前 記 側 面 部 の 接 点 ま で の 距  
離 を 第 １ 距 離 と し 、
遊 技 球 の 最 下 点 か ら 最 左 点 ま で の 距 離 を 第 ２ 距 離 と す る と 、
前 記 第 １ 距 離 は 、 前 記 第 ２ 距 離 よ り も 短 く 、
前 記 所 定 の 固 定 部 は 、 遊 技 球 よ り も 小 さ い 、
　 こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。
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